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       　　　　 ○○生産組合管理運営規程   

（目的）
第１条
  　熊本県いぐさ・畳表生産体制強化支援対策事業により取得した機械等の有効利用と共同作業等の実施により、い業生産の体質を強化し、低コスト・高品質いぐさ生産に資することを目的に、この管理運営規程を定める。

（共同利用する機械の種類・構造・規模・形式・数量）
第２条
	機械施設の種類
	構　造　・　規　模　・　形　式
	数　量

	




	




	







（共同利用施設の設置場所）
第３条
   　熊本県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

（利用方法に関する事項）
第４条
  　機械は　　　　○○生産組合の所有として利用する。

（管理責任者）
第５条
　  管理責任者は生産組合の組合長とする。
　　管理責任者は、機械施設の適切な維持・管理・運営をするため、機械利用組合より管理人を任命する。

（利用者の範囲）
第６条
  　この機械施設の利用者は、○○生産組合の組合員とする。



＜組合員名簿＞
	氏　　名
	住　　　　　　　　所
	役　　　職

	







	







	










（利用方法に関する事項）
第７条
  　この機械の利用については、及び運営については組合長が利用計画を策定し運営管理する。

（利用料金に関する事項）
第８条
 　 この機械施設の利用者は、所定の利用料を生産組織に支払うものと　する。なお、利用料金の額及び納入方法は生産組織で決定し、機械利　用管理規定により定めるものとする。

（機械施設の保全に関する事項）
第９条
  　機械の内外は常に整理整頓に努め、目的外使用・譲渡・交換・担保にしてはならない。また、この機械の利用中に事故または故障が生じた場合は、速やかに　管理責任者に報告するとともに、管理責任者の指示に従わなければならない。

（機械の償却に関する事項）
第１０条
　　この機械の償却は、毎年定率法により償却する。

（その他）
第１１条
  　この規程に定めた以外の必要な事項は、別に組合長が定める。

　附則
    この規程は、　　年　　月　　日より施行する。
